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令和４年度第４回袖ケ浦市社会教育委員会議 

 

１ 開催日時  令和４年１２月１６日 午後３時開会 

 

２ 開催場所  袖ケ浦市役所 北庁舎 ２階会議室 

 

３ 出席委員 

委 員 北原 政志 委 員 在原 潤 

委 員 松井 恭子 委 員 稲垣 昭彦 

委 員 二宮 義文 委 員 石井 ゆみ子 

委 員 田中 雪夫 委 員 小泉 康 

委 員 畠山 真一 委 員 佐々木 眞由美 

委 員 木村 育子 委 員 中山 正紀 

 

４ 欠席委員 

委 員 葛田 圭亮 委 員 岡田 康 

委 員 西田 隆司  

 

 

５ 出席職員 

教育長 御園 朋夫 中央図書館館長 藤尾 善之 

生涯学習課長 髙浦 正充 郷土博物館館長 西原 崇浩 

スポーツ振興課長 鈴木 靖彦 生涯学習課副主幹 小川 修也 

平岡公民館長 鹿嶋 章夫 生涯学習課社会教育班長 柳井 健 

 

６ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 

 

７ 議題 

（１）第３８回生涯学習推進大会について 

 

８ 報告・連絡 

（１）第５３回関東甲信越静社会教育研究大会山梨大会について 

（２）令和４年度君津地方社会教育委員研修会の開催について 

（３）令和４年度君津地方社会教育推進大会の開催について 
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（４）各種事業の実施結果について 

・令和４年度地域のつどい君津地区大会（ふれあいフェスティバル） 

・山野貝塚発掘調査現地説明会、学校音楽鑑賞事業、第３５回袖ケ浦美術展 

・令和４年度市民会館・公民館まつり 

・第２５回ミュージアムフェスティバル 

・秋のトショロ月間 

（５）今後の事業の実施予定について 

・山野貝塚講演会 

・令和５年袖ケ浦市二十歳を祝う会 

・新春マラソン大会 

（６）その他 

 

９ その他 

（１）イオンモール木更津での房総かるた大会の開催について 

（２）次回の開催日について 

 

１０ 議事 

議題（１）第３８回生涯学習推進大会について 

【資料１ページから７ページを説明】・・・事務局小川、柳井 

 

田中委員長：事務局からの説明が終わりました。社会教育委員は全員参加と 

いうことですね。 

 事務局柳井：それでお願いしたい。 

 田中委員長：実行委員長である稲垣副委員長から何かあるか。 

稲垣副委員長：感染対策に注意しながら成功させたいと思っている。皆様のご 

協力をお願いしたい。 

事務局柳井：全員参加で報告してよろしいか。 

      （良いとの声あり） 

田中委員長：では、全員参加としますので、皆さんよろしくお願いします。 

他に質問はあるか。 

小泉委員：今年の実践発表はどこを予定しているのか。 

事務局小川：現在、公民館事務局との調整中である。決定しだいお知らせ 

      したいと考えている。 

 

報告・連絡（１）第５３回関東甲信越静社会教育研究大会山梨大会について 

【資料８ページから１５ページを説明】・・・事務局柳井 
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田中委員長：第２分科会に出席し、栃木県鹿沼市の方の実践報告を聞いたが、 

官民の協力により様々な行事を実施しているとのことだった。 

袖ケ浦市も同じように協力して取り組んでいると感じている 

が、静岡県や長野県の方と話をしたところ、社会教育委員が 

色々なことを提言しても市が話を聞いてくれないとのことだ 

った。袖ケ浦市は、市と社会教育委員が相互に話し合えている 

と感じており、恵まれているなと感じた。その他、二宮委員は 

２日間行かれていると思うが、何かあればお願いしたい。 

二宮委員：本大会は関東甲信越静ブロックの１都９県で構成されており、 

１０年ごとに各都道府県持ち回りで開催される。平成２８年に 

千葉県で開催しており、来年度は栃木県、２年後は茨城県で開 

催される予定である。県の会長として各市の事例に触れること 

があるが、非常に参考になる。良い事例があれば取り入れても 

良いと思う。また、山梨県がまとめた社会教育委員の手引きが 

添付されているが、社会教育委員が何をしたら良いかが簡潔に 

まとめられている。千葉県でもこういったものを作成するかど 

うかを事務局と話をしているが、非常に参考になると思う。 

   

報告・連絡（２）令和４年度君津地方社会教育委員研修会の開催について 

【資料１６ページから１８ページを説明】・・・事務局柳井 

 

田中委員長：出席できる委員はいるか。 

佐々木副委員長：出席できる。 

二宮委員：出席できる。 

事務局柳井：本日欠席である岡田委員からも出席可能との回答を得ており 

ます。 

二宮委員：君津市の職員で布施さんという方がいるが、公民館運営に関し

て非常にすばらしい動きをされている。公民館運営審議会の委

員の方も、希望される方がいたらぜひ参加されてはどうかと思

う。 

事務局柳井：他にいないようですので、３名の方が出席することで報告さ 

せていただきます。 

 

報告・連絡（３）令和４年度君津地方社会教育推進大会の開催について 

【資料１９ページを説明】・・・事務局柳井 
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田中委員長：私は出席するが、他に出席が可能な方はいるか。 

二宮委員：出席できる。 

事務局柳井：現状２名の参加で承知しました。 

田中委員長：詳細がわかりしだい、各委員へ通知するのか。 

事務局柳井：通知する。１月早々の送付を予定している。 

 

報告・連絡（４）各種事業の実施結果について 

【資料２０ページから４８ページを説明】 

・令和４年度地域のつどい君津地区大会 

（ふれあいフェスティバル）・・・事務局柳井 

・山野貝塚発掘調査現地説明会、学校音楽鑑賞事業、 

第３５回袖ケ浦美術展・・・・・田中文化振興班長 

・令和４年度市民会館・公民館まつり・・鹿嶋平岡公民館長 

・第２５回ミュージアムフェスティバル・西原郷土博物館長 

・秋のトショロ月間・・・・・・・・・・藤尾中央図書館長 

 

田中委員長：質問がある方はいるか。 

二宮委員：袖ケ浦美術展についてＰＲしたい。社会教育委員の木村委員 

     が出品されていた。絵画も書道もレベルが高い。市原市の方 

が見に来て、市民主体で開催されていることに驚いていた。 

ぜひ作品を見ていただきたい。 

田中委員長：他に質問がある方はいるか。 

二宮委員：アクアラインマラソンの報告はないのか。あれば我が平岡小 

学校の自慢話をしたい。 

田中委員長：鈴木スポーツ振興課長、報告をお願いしたい。 

鈴木スポーツ振興課長：ランナーの方たちから子ども達の応援が力になったという話 

        を受けて、今年は奈良輪小学校、昭和小学校、根形小学校が 

大会当日を登校日にしてくださり、全校応援をしてくれた。 

また、今年はチームスピリットということで県内各市町村で 

６名エントリーして市町村対抗を行った。結果、袖ケ浦市が 

優勝することができた。選手にあたっては、新春マラソンの 

上位者から選出した。来週、市の方で表彰される予定である。 

二宮委員：北原委員、アクアラインマラソンについて、平岡小学校の教員 

のことで言うことがあるのでは。 

北原委員：袖ケ浦市内の小学校から５名の教員が出場し、全員完走した。 
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２年目の女性教員も初めて出場したが、他の先生よりも速くて 

驚かせていた。特別教員で渡邉勝則という職員がいるが、４年 

連続で箱根駅伝に出場した経歴があり、彼が一番速かった。よ 

く頑張ったなと思う。 

二宮委員：御園教育長の甥っ子さんも走っていた。頑張っていて凄いなと 

感じた。全員完走ということで感動した。 

小泉委員：私もハーフマラソンで完走した。 

二宮委員：素晴らしい。 

 

報告・連絡（５）今後の事業の実施予定について 

【資料４９ページから５３ページを説明】 

・山野貝塚講演会・・・・・・・・・・・田中文化振興班長 

・令和５年袖ケ浦市二十歳を祝う会・・・鹿嶋平岡公民館長 

・新春マラソン大会・・・・・・・・鈴木スポーツ振興課長 

 

畠山委員：今年の春の会議において、小泉委員より年齢別の種目につい 

て検討してほしいとの話があったが、まだ新型コロナウイル 

スが収まっていないため、今回は見合わせることとした。引 

き続き検討させていただきたい。 

小泉委員：君津市には年齢別の種目がある。引き続き検討をお願いしたい。 

 

報告・連絡（６）その他 

     地域のまちづくり施策推進に併せた公民館施設の活用方針について 

【口頭で説明】・・・高浦生涯学習課長 

 

稲垣副委員長：移管の話はいつ頃から出ていて、今後のスケジュールはどう 

       なるのか。 

高浦生涯学習課長：公民館のあり方については、以前より検討していた。令和元 

        年の第９次地方分権一括法の施行により、社会教育法や地方 

教育行政の組織及び運営に関する法律等の改正を受け、もっ 

と市民の方に施設を利用していただくため、今年度に入って 

庁内において検討してきた。 

今後どういったやり方が良いのか、社会教育を衰退させるこ 

とがないよう、今後より多くの方に利用していただくために 

実施する予定である。目標としては、令和６年４月の移管を 

考えている。 
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稲垣副委員長：利用者を増やしたいから移管すると聞こえる。利用者を増やす 

ために社会教育施設を変更するのか。 

高浦生涯学習課長：まちづくりの拠点とすることを念頭に置いている。今年度、長 

浦地区でまちづくり協議会が設立されたが、今後、各地区でも 

設立の動きも出てくるものと想定されることから、公民館が各 

地区の拠点となることから検討を進めてきたものである。 

稲垣副委員長：コミュニティセンターとは違うのか。 

高浦生涯学習課長：名称は今後考えていく。 

稲垣副委員長：公民館ではなくなるということか。 

高浦生涯学習課長：公民館とコミュニティセンターの２枚看板になるかもしれない。 

稲垣副委員長：施設が移管されると社会教育法が関係なくなり社会教育施設で 

はなくなるので、ただ単に一般市民が利用する施設としてどう 

活用するのかというように捉えてしまうことになるが、そうい 

うことか。 

高浦生涯学習課長：いまは、公民館条例は残したままでの移管を検討しており、社 

会教育は維持していく予定である。 

稲垣副委員長：社会教育施設だから社会教育法が適用され、施設活用や講座の 

実施、育成指導というところにかかってくると思うが、社会教 

育法がかからない市長部局に移管された場合に、施設の活用が 

どのようにされるのか疑問がある。 

高浦生涯学習課長：今後協議をしていく予定であり、本日は方向性をご説明させて 

いただいた。 

稲垣副委員長：移管は令和６年度からか、それとも令和５年度からか。 

高浦生涯学習課長：令和６年度の予定である。 

佐々木副委員長：あと１年ちょっとですね。 

二宮委員：再来年度か。 

御園教育長：その部分については、どういう形にするかはこれから具体的に 

話し合うが、いま公民館が実施している活動を維持していくこ 

とはしっかり確認している。その部分を押さえながら、まちづ 

くり条例が出来たなかで地域を活性化していかなければならな 

いという状況があり、その中で公民館を拠点として活用したい 

という思いがある。また、災害時においては、公民館職員を中 

心に教育委員会職員が避難所を開設するという流れになって 

いるが、それを市長部局で一貫してやっていきたいという思い 

もある。具体的には、これから皆様に丁寧にお話したうえで進 

めたいと考えている。完全にコミュニティセンターとなってし 
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まえば設置根拠が社会教育法から地方自治法に変わるため、 

そこをどういう風にやっていくかは、これからの協議になっ 

てくる。 

小泉委員：最初から質問しようと思っていたことがあって、今の社会教 

     育の本市の課題は何かというところをスタートにして色々と 

お聞きしようと考えていたが、今の話を聞いている限り、年 

配者の今後の社会教育への参加と施設の活用が少なくなって 

いることが現状としてある。それをどう活性化するかが一番の 

課題だろうと思う。公民館を市長部局に移管すると、その課題 

を解決することが難しくなると感じた。社会教育を維持すると 

あるが、維持ではなくより発展させなければならない。維持だ 

けでは先細りしてどんどんダメになっていってしまうため、そ 

の部分はきっちり押さえてやっていただきたいと思うが、もう 

方針は決定しているのか。 

御園教育長：そういう方向となっている。 

小泉委員：そういう方向もあるということではなくて、もうその方向に 

なるということか。 

御園教育長：方向的には、そうである。ただ、まだ今日は具体的にどうな 

      るかは言えない段階である。皆様からご意見をいただいて、 

今後丁寧に話し合いをさせていただきたいと考えている。 

二宮委員：３日前にいきいきサポートで、包括支援センターを民間に移管

したという話があった。いきいきサポートは民生児童委員の有

志が集まって運営しているものだが、詳細はわからないが、肝

心の民生児童委員には知らされずに、市が手が回らなくなるた

めにみずほなどの民間に委託されたようである。公民館の移管

についてはそういったことは無いと思うが、関係者間で知恵を

出し合って良い答えを出せるような進め方が出来れば良いと

思う。 

稲垣副委員長：これは公民館運営審議会には諮問するのか。それとも意見調 

整だけか。 

高浦生涯学習課長：公民館運営審議会等で説明していく。 

小泉委員：私はまちづくり協議会の委員になっているが、公民館の市長 

部局への移管についての話は出ていない。なんでこのような 

話になっているのかわからない。 

二宮委員：さっきの私の話と同じような感じですね。肝心なところが関わ

っていない。せっかく良い方向に持っていくのであれば、関係
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者の知恵を出し合って良いものを作ってほしいと思うので、こ

んな意見があったということを担当部署の方に話していただ

きたい。 

松井委員：次回、詳しい説明をしてくれるということだが、こう決まりま

したという報告ではこの会議の意味がないので、決まる前に

経過を教えてほしい。 

小泉委員：実際はどこで決めるんですか。最終的には市議会で決定するの

ですか。 

御園教育長：条例の関係もある。原案を作成し、これから１年かけて皆様と

話し合いをさせていただこうと考えている。市としてこうい

う形で進めたいという思いは出したいと思う。その他、実際に

公民館を活用されている方々や団体にも説明をさせていただ

きたいと考えている。 

佐々木副委員長：公民館のことについては、数年前から運営方法の話が出てい 

たと思う。それぞれの立場の色々な意見があると思うが、骨子 

については行政で作っていただきたい。その後、利用者の意見 

を集めていただき、決定前に提示してもらって社会教育委員 

や公民館運営審議会などの各委員会の意見を集約して最終調 

整してみてはどうか。 

小泉委員：骨子が出来たらその方向で進みますよ。だいたいそんなもんだ

と思います。あるいは利用者に説明したら、それで終わりです

よ。 

稲垣副委員長：市に移管する方向でこれから検討するということなので、移管 

はもう決まったということですね。それにはどういうことが問 

題で、どうしたら良いかを皆さんの方から意見を聞いてどうす 

るのか、という風に受け取った。 

二宮委員：今の岸田内閣の防衛予算の話みたいだと思った。中国やロシア、 

北朝鮮がいて、危ないから予算を倍増するというが、どうやって

予算を確保するかで自民党内で揉めていますよね。 

稲垣副委員長：議会開催中なので、たぶん今は言えない部分があるのかなと 

       思った。 

二宮委員：立場はわかりますけどね。 

稲垣副委員長：次回ということなので、思いは伝えておいて、次回説明を受 

けるしかないですかね。 

小泉委員：でも、利用者などに説明したら終わりですよ。 

二宮委員：既成事実になってしまう。 
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小泉委員：いったん説明した内容は変えられないでしょう。根幹のと 

ころで話し合いができているかの問題かと思う。 

稲垣副委員長：以前、市民三学大学を有料化すべきかどうかの諮問を受けて 

答申したことがあり、その際は、有料化はしないほうが良いと 

の意見をまとめた。やはり組織からすると、論議を経て、社会 

教育委員としてはこういう意見だった。それを踏まえて、教育 

委員会ではこういう方針を立てたというところまで流れ着け 

ればいいと思うが、残り１年という期間では間に合わないのか 

なと思う。 

小泉委員：教育委員会も公民館の移管に賛成しているのか。 

稲垣副委員長：その回答は難しいでしょう。 

御園教育長：その部分については、先ほどお話したとおり、今まで皆様が作

り上げてきた社会教育を軽く見ずに、より良く活動できるよ

うにすることは確認しておりますので、その中でどうやって

やっていこうかということを話し合っている。 

稲垣副委員長：施設が変わろうが、市民としては生涯学習のなかの社会教育 

       に変わりはない。施設があるから社会教育という訳ではない。 

どうやって市民の皆様に良い社会教育をしてもらいたいのか 

という気持ちは、我々は同じだと思う。施設があればこその 

集いがあることなので、今後、皆さんと話し合いをしていくし 

かないと思う。 

在原委員：公民館の利用が増えることは凄く良いことだと思う。そうい 

う方たちが社会教育に触れる機会にもなるため、上手くプラ 

スに繋がるように、我々としても意見を出し合いながら進め 

ていただきたいと思う。 

二宮委員：結局は、何のためにやるのかということが大事である。それ 

を抜かしてただ経費節減だとかをするとズレて揉めることに

なるので、本質をキチンと踏まえないといけない。 

稲垣副委員長：市民協働のまちづくりの拠点づくりを各公民館の中にしてい 

くということのようである 

  二宮委員：まちづくりに関しては、それこそ公民館である。コミュニティ

センターではない。 

小泉委員：まちづくり協議会は、地域づくりの主体となってくる。そう 

なったときに、色んな講座を開催することに対して公民館職

員のエネルギーが向くかどうか凄く心配である。 

二宮委員：いわゆる貸館業だけになってしまうということですね。 
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小泉委員：そうである。私としては、もっとバラエティに富んだ講座を 

やってほしいと思っているが、移管されるとそれが遠ざかっ

てしまいそうで心配である。 

稲垣副委員長：今までは各公民館に社会教育主事を配置し、色々な講座の開 

催や育成指導を行ってきたが、最近では社会教育主事の配置も

少なくなってきており、公民館に専門的な知識を持った職員が

少なくなっていることは非常に残念なことだと思う。 

小泉委員：教育の場である公民館が、移管によって行政の場になってし 

まう気がする。そこだけは非常に心配である。教育の場をキチ 

ンと確保してやってもらわないといけないと思う。 

稲垣副委員長：そのあたりも、今後皆さんと１年をかけて話し合いをしてい 

かないといけない。 

佐々木副委員長：そもそもだが、公民館を市長部局が所管するのと、教育委員会

が所管するので何が違うのか。 

御園教育長：完全に移管されれば教育委員会が関わることは無くなるが、 

教育委員会としては社会教育はしっかりやっていこうとして

いる。皆様の意見を会議にのせていくことも考えているので、

それをどうしていこうか検討をしている。 

 小泉委員：先行事例はあるのか。 

高浦生涯学習課長：全国に事例はある。 

   小泉委員：その事例では、社会教育は活きているのか。 

   二宮委員：千葉市は指定管理者制度を導入しているが、千葉市の事例発表 

を聞いたところ、指定管理者制度を導入して良かったとの内容 

だったが、今まで市の職員が絡んでいる時がまるでダメだった 

かのように聞こえたため、この事例発表はおかしいのではない 

かと感じた。我々は社会教育に関わるものとして、そうならない 

ようなスタンスをもってやらないといけない。 

佐々木副委員長：木更津市の金田公民館は、建物が新しくなったときにコミュニ

ティセンター化して市長部局になったと聞いているが、本市の

移管はそことは違うのか。 

高浦生涯学習課長：金田交流センターは指定管理者になっているが、当市では指定 

管理は考えていない。 

事務局柳井：金田交流センターは、指定管理者の部分と市の職員がいる部 

分が一体化している。金田公民館が行っていた講座等は、市職

員が引き続き実施していると聞いている。 

二宮委員：それなら大丈夫だと思うが、そう簡単にうまく行くかどうか。 
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 小泉委員：地域づくりということで、自治会関係者が公民館にたくさん 

入ってくると思う。そうなると、公民館職員はそちらに手を取

られてしまうと思う。サークル等に場所を貸すことはできると

思うが、講座をもったり企画をするなどについては、かなり制

約がかかる、またはやれないという状況が出てくると思う。本

当は、公民館にはもっと色々な講座をやってほしい。 

二宮委員：この話は覆すことはできないと思うが、我々の意見をキチン 

と受けてやってもらわないといけない。 

田中委員長：次回の会議ではまとまらないかもしれないが、我々の意見を 

受けてやっていただきたい。 

小泉委員：移管とは別に１つお願いがありまして、今の話と逆行するか 

もしれないが、公民館のサークルの一覧表はあるが、講座の 

一覧表が市のホームページに無い。講座を開催した結果は掲 

載されるのに、年間をとおした開催予定が掲載されていない。

例えば、来年退職予定の方が何かやろうかなと思ったときに

参考になるよう、講座が一覧でわかるものを作成してほしい。 

 

その他（１）イオンモール木更津での房総かるた大会の開催について 

      【口頭で説明】・・・田中委員長が説明 

 

田中委員長：イオンモール木更津において房総かるた大会を開催することと

なり、先日連絡が来た。開催日は１月９日である。４市から子

ども達が集まるため、お時間がある方はぜひお立ち寄りいただ

きたい。 

 

その他（２）次回の開催日について 

      【口頭で説明】・・・事務局柳井 

 

事務局柳井：次回の開催日は、令和５年２月３日である。事前に開催通知を

送付するが、予定しておいていただきたい。 

 

 

午後４時５０分閉会 
















































































































